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公布された法令のあらまし 

 

兵庫県税条例施行規則等の一部を改正する規則（規則第45号） 

地方税法の一部改正により、徴税吏員が徴収金の賦課徴収に関する調査のために、物件の提示又は提出を求

める場合における手続が明確化されたこと等に伴い、所要の整備を行うこととした。 

健康福祉事務所使用料及び手数料等の額を定める規則の一部を改正する規則（規則第46号） 

放射性物質による食品の汚染についての不安の解消に資するため、県立健康生活科学研究所健康科学研究セ

ンターにおいて事業者等からの依頼による放射能精密測定試験を実施することに伴い、新たに当該試験に係る

理化学的検査料の額を定めることとした。 
 

規         則 

 

兵庫県税条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年12月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第45号 

兵庫県税条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （兵庫県税条例施行規則の一部改正） 

第１条 兵庫県税条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「検査し、又は」を「検査し、提示若しくは提出を求め、又は」に改める。 

 （兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則（平成23年兵庫県規則第19号）の一部を次のように改正

する。 

附則第４項後段を削る。 

第３条 兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則（平成23年兵庫県規則第31号）の一部を次のように改正

する。 

第21条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１項ただし書を次のように改める。 

   ただし、様式第36号及び様式第37号の改正規定は、改正条例附則第１項第７号に規定する日から施行す

る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成25年１月１日から施行する。 

 

健康福祉事務所使用料及び手数料等の額を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年12月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第46号 
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   健康福祉事務所使用料及び手数料等の額を定める規則の一部を改正する規則 

 健康福祉事務所使用料及び手数料等の額を定める規則（昭和48年兵庫県規則第15号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２理化学的検査料の款特殊理化学的検査の項に次のように加える。 

放射能精密測定試験 １件につき         20,000円

   附 則 

この規則は、平成24年１月１日から施行する。 
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